
入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和4年1月6日 

 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 

鳥取県済生会介護老人保健施設はまかぜ 

施設長 粟木 悦子 

 

１．概要 

（１）件名 

一般廃棄物収集運搬業務一式 

（２）仕様 

別記「仕様書」による。 

（３）契約期間 

   令和4年4月1日～令和7年3月31日（3年契約） 

（３）入札日時及び場所  

   令和4年2月2日（水）15：00～ 

（４）履行場所 

〒684-0062 鳥取県境港市蓮池町78-1 

  鳥取県済生会介護老人保健施設はまかぜ（ゴミ集積場） 

（５）入札方法 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 

２．入札参加資格 

（１）境港市廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成５年７月７日条例第 20 号）によ

り必要な一般廃棄物の収集運搬の許可を受けていること。 

 

（２）次のいずれにも該当しないこと 

ア．当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者 

イ．暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者 

ウ．次の各号に該当する事実があった後２年を経過していない者 

（これは代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ） 

① 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るため

の連合をした者 

② 交渉権者が契約を結ぶこと又は履行することを妨げた者 

③ 監督又は検査の実施に当たり職員及び職員が委託した者の職務の執行を妨げた者 



④ 正当な理由なく契約を履行しなかった者 

⑤ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

⑥ 前各号に類する行為を行った者 

 

 

3.入札説明書の交付及び問い合わせ先 

〒684-0062 鳥取県境港市蓮池町78-1 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部鳥取県済生会介護老人保健施設はまかぜ 

事務長補佐 松本 大 

電話0859-42-3190 

E-Mail：hamakaze1@ion.ocn.ne. 

 

4.入札説明書の交付期間 

 令和4年1月11日（火）～1月28日（金）  17時までの間、上記3の場所 

 

5.現地説明会 

 随時（事前電話連絡にて受付後、指定日に現地説明させていただきます。） 

 

６．入札の無効 

この公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を

履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は

無効とする。 

 

７．落札者の決定方法 

この公告に示した業務を履行できると当施設が判断した入札者であって、済生会契約手

続要領に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格

をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

 

８.その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする 

（２）入札保証金は免除する 

（３）入札参加資格がない者および条件に違反した者は、無効とする。 

（４）入札者は、当院から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければ

ならない 

（５）その他、入札に必要な事項は説明書による。 

（６）契約事項を示す場所は.３とする。 

（７）落札者が落札決定通知のあった日から7日以内に契約を締結しない場合、その効力を

失い、その後2年間の一般競争入札に参加することを制限する。 
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一般廃棄物収集運搬業務仕様書 

                                                            

 

 

 

 介護老人保健施設はまかぜにおける一般廃棄物収集運搬業務について 

 

一般廃棄物排出場所 

   鳥取県境港市蓮池町 78 番地 1 

   老人介護保健施設はまかぜ 

 

一般廃棄物収集頻度 

        可燃物、一週間当たり５回、月曜日から金曜日 （月当たり２０回） 

              生ごみ、一週間当たり５回、月曜日から金曜日 （月当たり２０回） 

              不燃物、一週間当たり１回          （月当たり ４回） 

              資源物（缶、瓶）、一週間当たり１回      （月当たり ４回） 

              ※境港市の定めた休日を除く。 

   

一般廃棄物の排出量 

       可燃物、不燃物  月当たり３，１５０kg 

生ごみ       月当たり  ９００kg 

             資源物（缶、瓶） 月当たり   ５０kg 

一般廃棄物処分場所  

        可燃物      境港市の指定の場所 

              生ごみ      境港市の指定の場所 

              不燃物      境港市の指定の場所 

              資源物（缶、瓶） 境港市の指定の場所 

 

履行期間       令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

入札書の記載事項 

  年間合計金額（消費税及び地方消費税を除いた金額）の記載をお願いします。 


